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監査のテーマ：廃棄物処理行政に係る財務事務の執行 

第３． 外部監査の結果 

１． 業務委託契約 

監査の結果（指摘事項） 講じた措置 

（３）焼却灰運搬業務 

ア 委託先の選定方法について（報告書P25） 

焼却灰運搬業務委託は随意契約によって行われて

おり、各清掃工場ごとに1社又は2社と契約している。 

平成11年度と12年度に工場間で業者の入れ替えは

行われているものの、焼却灰運搬業務の受託業者は

同じである。これらの業者はし尿回収運搬業務から

の転業奨励や、海岸埋立に伴う漁業権失効に対する

補償目的により当該業務に従事している。 

市の政策により転業を余儀なくされた業者に対し

て一定の便宜を図ることには意義が認められるもの

の、旧新港清掃工場の稼動後約30年間という長期に

わたり特定業者と随意契約を結ぶことは、公平性・

合理性に欠けるといわざるをえない。従って、将来

的には競争入札制度を導入すべきである。 

 

 

焼却灰運搬業務委託については、平成18年度

より指名競争入札を実施した。 

（５）建物清掃業務 

ア 談合防止策の強化（報告書P29） 

建物清掃業務委託における指名競争入札について

は、指名業者のうち、入札順位の低い1～2社を入れ

替える等の方法により、指名業者の固定化を防ぎ談

合の可能性を可能な限り排除するような方策を採る

べきである。 

 

 

清掃工場等の建物清掃業務委託における指名

競争入札については、平成17年2月に指名業者の

固定化を防ぐため、建物清掃業務委託業者選定

について規定した「清掃施設等建物清掃業務委

託業者選定に関する要領」及び「清掃施設等建

物清掃業務委託積算要領」を策定し、平成17年

度の入札より同基準に基づき業者選定を行っ

た。 

 

２． 清掃設備建設及び修繕に係る契約 

監査の結果（指摘事項） 講じた措置 

（３）修繕 

ア 予定価格の算定（報告書P39）  

毎年改定される積算基準については、適時新しい

基準を入手し、予定価格の算定においては、積算担

当者以外の者による検証を実施し、正しい予定価格

を算定する必要がある。 

 

 

チェック体制強化のため、平成16年6月に積算

チェックリストを作成し、平成16年6月から、同

リストに基づき、複数人による確認を実施した。  

 

 

平成１５年度包括外部監査結果報告書における指摘事項への措置状況について 
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３． 公有財産管理 

監査の結果（指摘事項） 講じた措置 

ア 清掃工場設備等の取扱いについて（報告書P45）  

清掃工場設備等は、土地の定着物として不動産に

該当することにより、または、不動産の従物に該当

することにより、公有財産に分類される。よって、

公有財産として認識し、公有財産台帳に登載し管理

する必要がある。 

 

該当する清掃工場設備の所管課より、設備ご

との種目や取得価格等の内訳明細を徴したうえ

で、公有財産（工作物）として、公有財産台帳

（工作物台帳）に登載した。  

 

イ 公有財産台帳登録漏れの建物について（報告書

P46）  

花見川・稲毛環境事業所にある平屋建て倉庫（約

60㎡）が公有財産台帳に登載されていないので、公

有財産規則に沿って対処する必要がある。 

 

 

平成16年3月に千葉市公有財産規則第13条（登

記又は登録）により、公有財産台帳に登載した。  

 

 

４． 物品管理 

監査の結果（指摘事項） 講じた措置 

ア 工事請負費等で購入された備品の処理につい

て（報告書P49）  

物品会計規則第46条では、支出科目の限定はされ

ていない。工事請負費で購入しても、備品である限

り、明細一覧表に記載すべきである。（新内陸最終

処分場、新港清掃工場、北清掃工場） 

 

 

平成16年3月に新内陸最終処分場、平成16年5

月に北清掃工場、平成16年6月に新港清掃工場に

おいて、それぞれ千葉市物品会計規則第24条（備

品の受入報告）による備品の受入手続及び第46

条（帳簿証票の記録）による備品明細一覧表への

登載を実施した。  

イ 備品票の添付漏れについて（報告書P50）  

使用して剥がれてしまったことが考えられるが、

備品の適切な管理を行うためには、すべての備品に

備品票を添付すべきである。（北リサイクルプラザ、

北谷津清掃工場） 

 

備品票を添付していなかった備品について、平

成15年11月に、千葉市物品会計規則第29条（物品

の管理の義務）により備品票を再標示した。  

ウ 備品明細一覧表に記載された使用場所と実際

の使用場所の相違（報告書P50）  

中田最終処分場で使用していた備品について埋

立終了後、新内陸埋立場及び管理事務所にて使用し

ているものがある。しかし、備品明細一覧表の使用

欄は中田最終処分場のままとなっているものがあ

り、備品明細一覧表の記載事項と現物の現状との整

合性が取れていない。備品明細一覧表を直ちに訂正

すべきである。 

 

 

平成16年3月に、千葉市物品会計規則第46条（帳

簿証票の記録）により備品明細一覧表の使用場所

を訂正した。  
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監査の結果（指摘事項） 講じた措置 

エ 備品明細一覧表の処分処理漏れについて（報告

書P51）  

備品登載物品会計規則に基づき、処分を行ったら

直ちに備品明細一覧表を訂正すべきである。 

 

 

平成15年9月に新港清掃工場、平成16年3月に中

央・美浜環境事業所において、それぞれ千葉市物

品会計規則第43条（不用物品の処分）による備品

の廃棄手続及び第46条（帳簿証票の記録）による

備品明細一覧表からの削除を実施した。  

オ 備品明細一覧表に未搭載の備品について（報告

書P52）  

物品会計規則第24条に基づく速やかな受入報告

がなされていない。 

 

 

平成15年9月に千葉市物品会計規則第24条（物

品の受入報告）による備品の受入手続き及び第46

条（帳簿証票の記録）による備品明細一覧表への

登載を実施した。  

 

５． 現金等の管理 

監査の結果（指摘事項） 講じた措置 

ア 現金出納簿の様式、記帳方法及び管理方法につ

いて 

（ア）花見川・稲毛環境事業所 

ａ 動物死体処理現金出納簿の正確な記帳（報告

書P54） 

日々の残高の記帳がないなど動物死体処理現金

出納簿への記帳方法が誤っており、銀行払込額は所

定の欄を使用して正確に記帳し、日々の残高を把握

すべきである。 

 

 

 

 

 

平成15年10月から千葉市予算会計規則第111条

（帳簿）により適正に記帳し、日々の残高が把握

できるよう改めた。  

 

ｂ 粗大ごみ納付券収入の金融機関に対する払

込みの遅延（報告書P54）  

日々の残高が帳票に記載されていないため、収納

金を金融機関へ払い込むのが遅れていた。予算会計

規則に準拠した現金出納簿を使用し、毎月現金残高

を把握すべきである。 

 

 

平成15年10月から千葉市予算会計規則第111条

（帳簿）により現金出納簿を備え適正に記帳し、

毎日現金残高と帳票残高を照合するとともに、第

32条（直接収納）により収納金を適正に金融機関

へ払い込むよう改めた。  
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監査の結果（指摘事項） 講じた措置 

（イ）若葉・緑環境事業所 

ａ 動物死体処理現金出納簿の正確な記帳（報告

書P54） 

動物死体処理現金出納簿の記帳方法が誤ってい

たが、予算会計規則に準拠した記帳をすべきであ

る。 

 

 

 

平成15年10月から千葉市予算会計規則第111条

（帳簿）により適正に記帳するよう改めた。  

 

（ウ）中央・美浜環境事業所 

ａ 千葉市予算会計規則第111条に準拠した現金

出納簿の記帳（報告書P55） 

中央・美浜環境事業所で使用している動物死体処

理及び粗大ごみ納付券現金出納簿は、予算会計規則

に準拠した帳票を使用していないので、予算会計規

則に準拠した現金出納簿の記帳をすべきである。 

 

 

 

平成15年10月から千葉市予算会計規則第111条

（帳簿）により適正に記帳するよう改めた。  

ｂ 指定金融機関への払込に係る領収書の保管

（報告書P55） 

指定金融機関への払い込み書類として、領収済通

知書は保管されていたが、領収書は保管されていな

かった。領収書は保管すべきである。 

 

 

平成15年10月から千葉市公文書管理規則第10

条（公文書管理台帳）による公文書管理台帳に定

められた保存期間、領収書を適正に保存するよう

改めた。 

イ 切手の管理状況 

（ア）切手管理簿の未作成（報告書P55） 

切手は物品の一般消耗品に分類され、帳簿等を備

え、必要な事項を記録しなければならない。速やか

に作成、記帳すべきである。 

 

 

平成16年3月から千葉市物品会計規則第46条

（帳簿証票の記録）による消耗品出納簿に所要の

要件を追加した切手管理簿を新たに作成し、適正

に記帳するよう改めた。  

また、平成16年12月からは、会計室により定め

られた書式により、切手管理簿の管理を行ってい

る。  

（イ）千葉市物品会計規則第46条に準拠した切手管

理簿の記帳（報告書P55） 

切手管理簿は所定の要件を満たす様式を全事業

所等で統一して作成・使用し、月末残高については、

上席者の現物確認の証跡を切手管理簿上に残すべ

きである。 

 

 

平成16年3月から千葉市物品会計規則第46条

（帳簿証票の記録）による消耗品出納簿に所要の

要件を追加した切手管理簿を新たに作成し、適正

に記帳するよう改めた。  

また、平成16年12月からは、会計室により定め

られた書式により、切手管理簿の管理を行ってい

る。  
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８． 負担金・補助金及び交付金 

監査の結果（指摘事項） 講じた措置 

（４）感染症廃棄物適正処理事業補助金 

ア 補助金交付額の正確性調査の必要性（報告書

P80）  

感染性廃棄物適正処理事業補助金の交付につい

ては、処理容器の購入単価を報告させるなど、報告

内容の見直しと事実の確認が必要である。 

また、補助金の使途を明確化するという視点か

ら、団体が補助金を各医療機関へ支払う際の振込み

明細書等を提出させる等の手続上の改善が必要で

ある。 

 

 

 

感染性廃棄物適正処理事業補助金の交付につ

いては、平成17年3月より、処理業者から「感染

性廃棄物処理に係る処理容器代金報告書」の提出

を求め、容器の購入単価を確認するとともに、マ

ニフェスト（産業廃棄物管理票）の写しと医療機

関から提出された「容器使用数報告書」を照合す

ることにより、実際に使用した容器の個数を確認

することとした。 

また、団体を通した補助金の交付を原則として

廃止し、市から各医療機関へ補助金を直接交付す

ることとした。なお、市からの振込みによらず団

体を通じた補助金交付を希望する医療機関につ

いては、団体から当該医療機関の補助金受領確認

書を提出させ、交付の事実を確認することとし

た。 

（６）し尿汲取り助成金 

ア 公文書管理規則の遵守（報告書P84）  

し尿汲取り許可業者から提出された「し尿汲取り

報告書」は、千葉市公文書管理規則第7条第1項にお

ける「予算の編成、執行及び管理に関するもの」に

該当し、3年間保存しなければならないのに、3年未

満で紛失、廃棄されており、千葉市公文書管理規則

に反している。 

 

 

平成15年10月から千葉市公文書管理規則第10

条（公文書管理台帳）による公文書管理台帳に定

められた保存期間、汲取り報告書を適正に保存す

るよう改めた。  

 

 



6 
 

９． 手数料収入等 

監査の結果（指摘事項） 講じた措置 

（３）粗大ごみ処理手数料について 

納付券の管理方法の改善（報告書P88） 

対価の回収を伴わない納付券の交付を防止する

ため、業務課は、第１に業務課保管の納付券につい

て、日々の取引を反映する管理簿を作成し、定期的

に帳簿残高と現物を照合し、当該手続について、責

任者の承認を得るべきである。第２に、納付券取扱

所の納付券を管理するため、納付券取扱所から管理

簿のコピーを徴収・査閲し、少なくとも月末残高は

把握すべきである。さらに、定期及び随時に、納付

券取扱所に赴き、帳簿残高と現物の照合を実施する

ことも必要である。第３に、以上の納付券の管理手

続について、文書化し、周知徹底すべきである。 

 

 

業務課保管の納付券の管理については、平成16

年4月から、日々の取引を反映する管理簿に改め、

在庫状況は毎月確認し、責任者の承認を得るよう

改めた。  

また、納付券取扱所での在庫確認については、

平成17年2月から業務課に納付券残枚数の項目を

加えた収納実績報告書を提出させ、月末残高を確

認し、また、在庫状況について管理簿の残高と現

物の照合を計画的に行うこととした。  

これらのことについては、納付券取扱文書を作

成し、課内周知とともに、納付券取扱所へ配付し

た。  

（４）新浜リサイクルセンター管理運営雑入につい

て 

イ 鉄屑・鉄缶売払契約業者との随意契約（報告

書P91） 

鉄屑・鉄缶売払業者との契約を随意契約としてい

た理由は、根拠に乏しく、また、随意契約にあたり、

見積り合せも実施しておらず、千葉市契約規則第23

条に反している。 

 

 

 

 

平成15年4月から、指名競争入札を導入した。  

 

 

 


